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人
事
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員
会

○
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
…
…
六
一
四

整
理
に
関
す
る
規
則

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
位
置

北
巨
摩
郡
双
葉
町
龍
地
字
北
川
六
千
二
百
二
十
二
番
十
二
、
六
千
二
百
二
十
二
番
十
四

二
　
道
路
の
幅
員

最
大
　
四
・
七
八
メ
ー
ト
ル
　
　
最
小
　
四
・
七
六
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

四
十
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
位
置

北
巨
摩
郡
双
葉
町
龍
地
字
沖
田
千
四
百
二
十
七
番
六

二
　
道
路
の
幅
員

最
大
　
四
・
一
四
メ
ー
ト
ル
　
　
最
小
　
四
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

三
十
四
・
八
七
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
字
梨
ヶ
原
中
道
三
三
五
二
の
三
四

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
八
百
六
十
五
番
地
の
十
一
　
株
式
会
社
ハ
ネ
ダ
化
学
　
代
表
取
締
役

羽
田
容
英

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
落
札
に
係
る
購
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

１
　
県
立
学
校
教
育
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
用
パ
ソ
コ
ン
八
百
四
十
二
台
及
び
周
辺
機
器
一
式

２

県
立
学
校
教
育
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
用
Ｔ
Ｖ
会
議
装
置
四
十
五
式
、
大
画
面
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン

ボ
ー
ド
四
十
四
台
及
び
周
辺
機
器
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
出
納
局
管
理
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
四
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
一
三

山
梨
県
公
報
平
成
十
三
年

十
一
月
十
九
日

第
千
二
百
四
十
四
号

月　曜　日



三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
三
年
十
月
三
十
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

１
　
株
式
会
社
内
田
洋
行
　
東
京
都
中
央
区
新
川
二
丁
目
四
番
七
号

２
　
沖
電
気
工
業
株
式
会
社
　
東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
七
番
一
二
号

五
　
落
札
金
額

１
　
一
億
五
千
二
百
十
四
万
五
千
円

２
　
一
億
六
千
二
百
六
十
四
万
五
千
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
三
年
九
月
三
日

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す

る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
堀
　
　
内
　
　
　
　
　
茂

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に

関
す
る
規
則

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
号
中
「
寮
母
及
び
実
習
助
手
」
を
「
実
習
助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導
員
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
二
号
の
表
一
級
の
項
中
「
寮
母
」
を
「
寄
宿
舎
指
導
員
」
に
改
め
、
同
表
二
級
の
項

中
「
主
任
寮
母
」
を
「
主
任
寄
宿
舎
指
導
員
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
二
号
の
表
中
「
寮
母
」
を
「
寄
宿
舎
指
導
員
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
二
号
の
表
中
「
寮
母
」
を
「
寄
宿
舎
指
導
員
」
に
改
め
る
。

「
３
　
寮
母

「
３
　
特

別
表
第
六
中
　
　

を

４
　
特
殊
教
育
に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
実
習
助
手
」

４

寄

殊
教
育
に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
実
習
助
手

に
改
め
る
。

宿
舎
指
導
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
寮
母
」
を
「
寄
宿
舎
指
導
員
」
に
改
め
る
。

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
寮
母
」
を
「
寄
宿
舎
指
導
員
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
四
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

六
一
四

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番
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